
介 護 従 事 者 の 処 遇 改 善 を 求 め る 意 見 書  

 

超 高 齢 社 会 を 迎 え 、 介 護 労 働 者 の 需 要 が 一 層 高 ま っ て い る が 、 低

賃 金 ・ 重 労 働 と い う 実 態 が 介 護 を 担 う 職 員 の 確 保 を 困 難 に し 、 深 刻

な 人 員 不 足 を 引 き 起 こ し て い る 。 厚 生 労 働 省 で は 、 高 齢 化 の ピ ー ク

と な る ２ ０ ２ ５ 年 に は ２ ３ ７ ～ ２ ４ ９ 万 人 の 介 護 職 員 が 必 要 で あ り 、

そ の た め に は １ 年 あ た り ６ ． ８ ～ ７ ． ７ 万 人 の 増 員 が 必 要 と 推 計 し

て い る 。 介 護 職 員 の 不 足 は 介 護 保 険 制 度 の 根 幹 に か か わ る 重 大 な 問

題 で あ り 、 介 護 職 員 の 処 遇 改 善 は 喫 緊 の 課 題 で あ る 。  

こ れ ま で も 介 護 職 員 の 処 遇 改 善 策 は 実 施 さ れ て き た が 、 抜 本 的 な

改 善 に 結 び つ い て い な い こ と は 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 の 介 護 職 員 の

賃 金 推 移 を 見 て も 明 ら か で あ る 。 国 は 介 護 ・ 障 害 福 祉 従 事 者 処 遇 改

善 法 を 成 立 さ せ た が 、 一 刻 も 早 く 国 の 責 任 で 介 護 職 員 の 処 遇 を 引 き

上 げ て い く 必 要 が あ る 。  

ま た 、 介 護 現 場 に は 介 護 職 以 外 に も 多 く の 職 種 の 労 働 者 が 働 い て

い る が 、 こ れ ら の 職 員 の 処 遇 も 介 護 職 と 同 様 に 低 く 、 処 遇 の 引 き 上

げ が 必 要 で あ る 。  

安 全 ・ 安 心 の 介 護 を 実 現 す る た め 、 国 に お い て は 、 下 記 の 事 項 を

実 現 さ れ る よ う 強 く 求 め る 。  

記  

１  介 護 従 事 者 の 処 遇 を 抜 本 的 に 改 善 し 、 処 遇 改 善 の 費 用 に つ い て

は 保 険 料 や 利 用 料 に 転 嫁 せ ず 、 国 費 で 行 う こ と 。  

２  処 遇 改 善 の 対 象 職 員 を 介 護 職 以 外 の 職 種 に も 拡 大 す る こ と 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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